
工事成績評定実施細目

（目的）

第１ この実施細目は、立川市工事成績評定要領（平成 17 年４月１日行政管理部長

決定。以下「評定要領」という。）第 20 条に基づき、監督員が行う発注工事の成績

評定(以下「評定」という。)の方法等に必要な事項を定め、評定要領の適正な運用

を図ることを目的とする。

（評定方法）

第２ 評定要領第６条に定める主任監督員及び担当監督員が行う「基本的な技術力と

成果」の評価は、評定要領に定める工事成績評定項目別評定表によるほか、別表の

評定項目別判定参考例に基づき行う。

（評定内容の確認）

第３ 行政管理部品質管理課長は、評定要領第 12 条第１項に基づき、受注者より評

定の内容について説明を求められ、その内容が監督員及び検査員等の評定結果に関

するものである場合は、説明を行う前に監督員及び検査員等に評定の結果、内容等

について確認する。

（苦情の申立て期間等の教示）

第４ 評定要領第 11 条に規定する工事成績評定通知書には、苦情の申立てをするこ

とができる旨並びに苦情の申立て先及び苦情の申立てをすることができる期間を

教示しなければならない。

（再苦情の申立て期間等の教示）

第５ 評定要領第 14 条に規定する苦情申立てに対する回答書には、再苦情の申立て

をすることができる旨並びに再苦情の申立て先及び再苦情の申立てをすることが

できる期間を教示しなければならない。

（工種が複数ある場合の工事成績評定点算出方法）

第６ 工種が複数ある場合の工事成績評定点算出方法は、次の表に掲げるとおりとす

る。

評 定 者 工事成績評定点算出方法

検査員等
工種ごとの設計金額の割合を算出し、それぞれの工種の評定点に

乗じて得た数を合算して得た数を検査員等の評定点とする。

監 督 員
監督員間の協議により、評定点を算出し、当該工事に関係する課

長までの決裁をとる。



附 則

この細目は、平成 17 年４月１日から施行し、同日以後に完了する請負工事から適用

する。

附 則

この細目は、平成 18 年４月１日から施行し、同日以後に完了する請負工事から適用

する。

附 則

この細目は、平成 19 年４月１日から施行し、同日以後に完了する請負工事から適用

する。

附 則

この細目は、平成 21 年４月１日から施行し、同日以後に完了する請負工事から適用

する。

附 則

この細目は、平成 24 年１月４日から施行し、同日以後に完了する請負工事から適用

する。

附 則

この細目は、平成 26 年 10 月１日から施行し、同日以後に契約する請負工事から適用

する。

附 則

この細目は、平成 31 年４月１日から施行し、同日以後に完了する請負工事から適用

する。

別 表 評定項目別判定参考例



別表（第２関係）

工事成績評定項目別評定表（基本的な技術力と成果の評価）

評定項目
A

特に優れていた
模範的であった

B+
指示がなくてもで

きていた

B
標準的であった

B-
全般的に、不備、不足が
見られたが、最終的には

改善された

C
改善指示書を発

行した

監督員
チェック備考欄

（日付）

施工体制 1
工事の規模、状況に応じた人
員及び機械配置、資機材手配
等について

□難しい施工条
件であったが、状
況変化に応じて
いた

□状況変化に応
じていた

□計画どおりの機械配置
ができていなかった
□資機材の手配が遅れた

□

（　　/　　　/　　）

施工体制
全般

2
当該現場の作業員及び下請
負人の施工能力について

□高度な施工能
力が見られ、円
滑に施工ができ
た

□施工能力に不
備がなく、円滑に
施工ができた

□工程の進ちょくも含め施
工能力に不足があった

□

（　　/　　　/　　）

3
産業廃棄物の処理に係る、マ
ニフェストの枚数及びマニフェ
ストへの記載内容について

□特に優れてい
た
模範的であった

□整理に工夫が
見られた

□マニフェストの品目、数
量、業者等の記載に不備
があった（E票の提出を除
く）

□

（　　/　　　/　　）

4 施工体制台帳整理について
□常に最新状況
であった

□台帳が現場に常備され
ていなかった
□台帳添付資料に不備・
不足が見られた
□台帳が提出されなかっ
た

□

（　　/　　　/　　）

5
施工体系図の掲示・提出につ
いて

□常に最新状況
で掲示・提出され
ていた

□体系図が掲示・提出さ
れていなかった
□体系図の内容に不備・
不足が見られた

□

（　　/　　　/　　）

6
工事現場の施工体制と施工体
制台帳及び施工体系図の整
合について

□常に最新状況
であった

□下請業者などの現場の
作業者と整合がなかった

□

（　　/　　　/　　）

7
建設業退職金共済制度の掛
金収納書の提出について（契
約金額2,000万円以上）

□速やかに提出
された

□着手後１ヶ月以内に掛
金収納書が提出されな
かった

□

（　　/　　　/　　）

8
建設業退職金共済制度適用
事業主工事現場の標識の掲
示について

□公衆が見やす
い場所に掲示さ
れていた

□標識が掲示されていな
かった

□

（　　/　　　/　　）

9
 建設業許可票の看板の掲示
について

□公衆が見やす
い場所に掲示さ
れていた

□看板が掲示されていな
かった

□

（　　/　　　/　　）

10
労災保険関係の成立を表す標
識の掲示について

□公衆が見やす
い場所に掲示さ
れていた

□標識が掲示されていな
かった

□

（　　/　　　/　　）

11
工事実績情報サービス（ＣＯＲＩ
ＮＳ）への登録手続について
（特記による）

□内容に不備が
なかった

□10日以内に登録されな
かった

□

（　　/　　　/　　）

12
指定された建設機械の低騒
音・低振動型及び排出ガス対
策型の使用について

□施工計画書ど
おりだった
□書類で確認が
とれた

□指定外の機械を使用し
ていた
□整備不良が見られた

□

（　　/　　　/　　）

13

東京都標準仕様書及び仕様
書等に明記されている環境対
策について（12．の項目を除
く）

□先進的な取り
組みが見られた

□積極的な取り
組みが見られた

□仕様書で求める環境対
策に不備があった

□

（　　/　　　/　　）

※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

※　「提出」とは、受理できる内容のものを提出された時とする。

※　C評価の際は、改善指示書の発行が条件である。

評定項目別判定参考例

評価内容

評価内容に関連
して標準的で
あった、又は、軽
微な不備が見ら
れたが改善され
た

評価内容に関連
して、再三の改
善の指示を行っ
たが、改善が見
られないため、改
善指示書を発行
した



別表（第２条関係）

工事成績評定項目別評定表（基本的な技術力と成果の評価）

評定項目
A

特に優れていた
模範的であった

B+
指示がなくてもで

きていた

B
標準的であった

B-
全般的に、不備、不足が
見られたが、最終的には

改善された

C
改善指示書を発

行した

監督員
チェック備考欄

（日付）

施工体制 1
現場代理人の工事現場の管
理運営に必要な知識と経験に
ついて

□特に優れてい
た
模範的であった

□知識と経験が
豊富で、円滑に
運営されていた

□現場の取り締まりができ
ていなかった（下請任せ
だった）

□

（　　/　　　/　　）

配置技術者
全般

2

監理技術者及び主任技術者
（以下「監理技術者等」とい
う。）の建設業法に定める職務
を遂行するための必要な知識
と経験について

□特に優れてい
た
模範的であった

□知識と経験が
豊富で、円滑に
施工された

□技術的な知識が不足し
ていた（下請任せだった）

□

（　　/　　　/　　）

3

現場代理人及び監理技術者
等の契約書、設計図書、関係
基準等の理解と現場への反映
について

□特に優れてい
た
模範的であった

□良い提案が
あった
□適切な指摘が
あった

□契約書、設計図書、関
係基準等が守られていな
かった

□

（　　/　　　/　　）

4
監理技術者等の下請負人の
施工体制、施工状況の把握と
指導について

□特に優れてい
た
模範的であった

□指示がなくても
できていた

□施工管理ができていな
い（下請任せだった）

□

（　　/　　　/　　）

5

現場代理人及び監理技術者
等の監督員に対しての施工状
況に関する連絡、報告等の内
容及び時期について

□特に優れてい
た
模範的であった

□必要な連絡や
報告が速やかに
行われた

□必要な連絡や報告が遅
れた

□

（　　/　　　/　　）

6

現場代理人及び監理技術者
等の完了検査等の検査員に
対する施工内容に関する説明
等の対応について

□資料を用意し、
適切でわかりや
すく説明していた

□適切にわかり
やすく説明してい
た

□全体的に説明ができな
かった
□下請業者が説明してい
た（特殊工事を除く）

□

（　　/　　　/　　）

7
設計図書で定められた技能者
や施工管理技士等の資格等を
証明する資料の提出について

□書類の整理に
工夫が見られた

□当該工種の着手前に資
料の提出がなかった

□

（　　/　　　/　　）

8
監理技術者の腕章及び監理
技術者資格者証の携帯につい
て

□指示がなくても
できていた

□腕章を用意していなかっ
た
□資格者証を携帯してい
なかった

□

（　　/　　　/　　）

9
必要とされる有資格者による
作業の確認について

□書類の整理に
工夫が見られた

□資格が事前に確認でき
なかったが、現場で確認
がとれた

□

（　　/　　　/　　）

※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

※　「提出」とは、受理できる内容のものを提出された時とする。

※　C評価の際は、改善指示書の発行が条件である。

評定項目別判定参考例

評価内容

評価内容に関連
して標準的で
あった、又は、軽
微な不備が見ら
れたが改善され
た

評価内容に関連
して、再三の改
善の指示を行っ
たが、改善が見
られないため、改
善指示書を発行
した



別表（第２条関係）

工事成績評定項目別評定表（基本的な技術力と成果の評価）

評定項目
A

特に優れていた
模範的であった

B+
指示がなくてもで

きていた

B
標準的であった

B-
全般的に、不備、不足が
見られたが、最終的には

改善された

C
改善指示書を発

行した

監督員
チェック備考欄

（日付）

施工体制 1

工事の着手、施工、完了に当
り、関係官公署その他の関係
機関や施設管理者等との折衝
及び調整について

□難しい施工条
件下、適切に折
衝又は調整がで
きていた

□適切に折衝又
は調整ができて
いた

□折衝又は調整ができて
いなかった

□

（　　/　　　/　　）

対外調整 2
別契約の関連工事との調整に
ついて

□特に優れてい
た
模範的であった

□調整されてお
り、円滑に施工が
できた

□調整、進ちょく管理がで
きていなかった

□

（　　/　　　/　　）

3

地域住民や施設管理者等の
工事関係者以外の者との間の
トラブルと広報や説明等につい
て

□難しい施工条
件下、適切にトラ
ブル等の対処が
できていた

□トラブルなく、広
報や説明ができ
ていた

□広報や説明等がしてい
なかった
□トラブルが長引いた

□

（　　/　　　/　　）

4 苦情に対しての解決について

□度重なる苦情
に対し、誠意のあ
る対応で解決で
きた

□難しい苦情に
対し、誠意のある
対応で解決でき
た

□誠意のある対応をとって
いなかった

□

（　　/　　　/　　）

5
監督員への折衝経過や苦情
処理の経過等の報告について

□当日中に口頭
で報告された

□発生から３日以上口頭
報告が遅れた
□報告書の提出が遅れた

□

（　　/　　　/　　）

6
苦情処理、折衝議事等の記録
について

□当日中に記録
により提出された

□発生から３日以上記録
の提出が遅れた

□

（　　/　　　/　　）

7

工事の着手､施工、完了に当
り、関係官公署その他の関係
機関への必要な届出、手続に
ついて

□指示がなくても
できていた

□届出、手続きが遅れた

□

（　　/　　　/　　）

8
定められた作業時間、作業条
件等の制約について

□厳しい条件で
あったが、守られ
た

□制約を守らなかった
□施設管理者等から苦情
があった

□

（　　/　　　/　　）

※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

※　「提出」とは、受理できる内容のものを提出された時とする。

※　C評価の際は、改善指示書の発行が条件である。

評価内容

評価内容に関連
して標準的で
あった、又は、軽
微な不備が見ら
れたが改善され
た

評価内容に関連
して、再三の改
善の指示を行っ
たが、改善が見
られないため、改
善指示書を発行
した

評定項目別判定参考例



別表（第２条関係）

工事成績評定項目別評定表（基本的な技術力と成果の評価）

評定項目
A

特に優れていた
模範的であった

B+
指示がなくてもで

きていた

B
標準的であった

B-
全般的に、不備、不足が
見られたが、最終的には

改善された

C
改善指示書を発

行した

監督員
チェック備考欄

（日付）

現場管理 1
工事の規模と内容に応じた安
全巡視、安全教育、安全点検
等の安全活動について

□特に優れてい
た
模範的であった

□指示がなくても
できていた

□施工計画等で定めた安
全活動をしていなかった

□

（　　/　　　/　　）

安全衛生
管理

2

工事箇所及びその周辺の地
上及び地下の既設構造物、既
設配管等に対して、支障をき
たさないような措置について

□特に優れてい
た
模範的であった

□指示がなくても
できていた

□必要な措置をしていな
かった
□措置等が不適切であっ
た

□

（　　/　　　/　　）

3 現場内の整理・整頓について
□特に優れてい
た
模範的であった

□常に整理・整頓
がされていた

□整理・整頓をしていな
かった

□

（　　/　　　/　　）

4
重機操作に際して､誘導員配
置や重機と人の行動範囲の分
離措置について

□指示がなくても
できていた

□必要な措置をしていな
かった
□措置等が不適切であっ
た

□

（　　/　　　/　　）

5 過積載防止について
□防止に対する
配慮ができてい
た

□防止に対する配慮が不
足していた

□

（　　/　　　/　　）

6
工事従事者のための休憩場
所、トイレ及び喫煙所等の確
保について

□十分確保され
ていた

□確保をしていなかった

□

（　　/　　　/　　）

7
現場における緊急措置､防火
体制等の整備について

□見やすい場所
に掲示されていた

□措置方法や体制図の整
備がなかった

□

（　　/　　　/　　）

8
危険物等の保管に関し、関係
法令の遵守について

□指示がなくても
できていた

※不備があった場合は、
直ちに改善指示書を発行
の上、C評価とする

□

（　　/　　　/　　）

9
指定仮設を除く足場､桟橋等
の仮設物について

□指示がなくても
できていた

□仮設物の安全対策に不
備が見られた

□

（　　/　　　/　　）

10
火気の使用や溶接作業を行う
際の必要な防火措置について

□指示がなくても
できていた

□必要な防火措置をして
いなかった

□

（　　/　　　/　　）

11
交通管理者との協議事項（使
用許可条件を含む）の遵守に
ついて

□現場の状況変
化に応じ、必要な
措置をとった

※不備があった場合は、
直ちに改善指示書を発行
の上、C評価とする

□

（　　/　　　/　　）

12
材料置き場、発生材の仮置き
場の管理について

□指示がなくても
できていた

□管理の安全対策に不備
が見られた

□

（　　/　　　/　　）

13
酸欠危険場所における換気、
測定等について

□適切に換気が
行われ、資格者
による測定記録
があった

※不備があった場合は、
直ちに改善指示書を発行
の上、C評価とする

□

（　　/　　　/　　）

14
安全通路の確保、落下物の防
止等の安全措置と第三者への
事故防止について

□特に優れてい
た
模範的であった

□現場の状況変
化に応じ、必要な
措置及び事故防
止を行った

□安全措置や事故防止を
していなかった
□措置等が不適切であっ
た

□事故が発生し
たが、事後処理
が適切であった
ので、不備に対
し改善指示書を
発行した。

□

（　　/　　　/　　）

※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

※　「提出」とは、受理できる内容のものを提出された時とする。

※　C評価の際は、改善指示書の発行が条件である。

評価内容

評定項目別判定参考例

評価内容に関連
して標準的で
あった、又は、軽
微な不備が見ら
れたが改善され
た

評価内容に関連
して、再三の改
善の指示を行っ
たが、改善が見
られないため、改
善指示書を発行
した



別表（第２条関係）

工事成績評定項目別評定表（基本的な技術力と成果の評価）

評定項目
A

特に優れていた
模範的であった

B+
指示がなくてもで

きていた

B
標準的であった

B-
全般的に、不備、不足が
見られたが、最終的には

改善された

C
改善指示書を発

行した

監督員
チェック備考欄

（日付）

現場管理 1
実施工程表の工事全般にわ
たった各工種と全体との整合
について

□綿密な計画
で、工期短縮が
できた

□綿密な計画
で、円滑に施工さ
れた

□実施工程表に不足事項
があった
□全体の整合がとられて
いなかった

□

（　　/　　　/　　）

工程管理 2
状況変化への対応と工程への
影響について

□特に優れてい
た
模範的であった

□状況変化に適
切に対応し、工程
に影響がなかっ
た

□状況変化に対応してい
なかったため、工程に影響
が出た

□

（　　/　　　/　　）

3
別契約の関連工事との工程調
整と現場作業の進ちょくについ
て

□特に優れてい
た
模範的であった

□工程調整が多
岐にわたったた
が、円滑に施工さ
れた

□関連工事との工程調整
と現場の進ちょく管理がで
きていなかった

□

（　　/　　　/　　）

4
実施工程表の補足として、月
間又は週間工程表の作成と工
程管理について

□特に優れてい
た
模範的であった

□綿密な月間ま
たは週間工程表
を作成し、円滑に
施工された

□必要な月間または週間
工程表を作成しなかった

□

（　　/　　　/　　）

5
材料検査の請求時期と必要な
準備等について

□請求時期が適
切で、検査準備
ができていた

□請求時期が遅れた
□準備ができていなかっ
た

6
工程計画と各工程の完了につ
いて

□指示がなくても
できていた

□施工計画時の工程計画
どおりに各工程が完了しな
かった

□

（　　/　　　/　　）

7
作業時間の変更、休日等の施
工を行う際の手続きについて

□指示がなくても
できていた

□事前に必要な手続きが
なかった

□

（　　/　　　/　　）

8
竣工図書の整理と工期内の提
出について

□修正がなく、工
期内に提出され
た

□工期内に一部提出がな
かった
□工期内に修正が間に合
わなかった

□

（　　/　　　/　　）

※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

※　「提出」とは、受理できる内容のものを提出された時とする。

※　C評価の際は、改善指示書の発行が条件である。

評価内容

評定項目別判定参考例

評価内容に関連
して標準的で
あった、又は、軽
微な不備が見ら
れたが改善され
た

評価内容に関連
して、再三の改
善の指示を行っ
たが、改善が見
られないため、改
善指示書を発行
した



別表（第２条関係）

工事成績評定項目別評定表（基本的な技術力と成果の評価）

評定項目
A

特に優れていた
模範的であった

B+
指示がなくてもで

きていた

B
標準的であった

B-
全般的に、不備、不足が
見られたが、最終的には

改善された

C
改善指示書を発

行した

監督員
チェック備考欄

（日付）

施工管理 1
施工計画書の設計図書、現場
状況、関係法令等の把握につ
いて

□特に優れてい
た
模範的であった

□設計の内容を
理解し、訂正等が
なかった

□施工計画書の内容が設
計や現場、関連法令と違っ
ていた

□

（　　/　　　/　　）

2

施工図の仕上げ、他工種及び
別契約の関連工事との納まり
等の検討について(対象：建
築・電気・機械）

□特に優れてい
た
模範的であった

□施工図どおり、
仕上げ・納まりが
良かった

□施工図が仕上げや他工
種や関連工事と納まりを検
討していなかった

□

（　　/　　　/　　）

3
施工計画書又は施工図の内
容を変更に伴う監督員への報
告及び必要な措置について

□特に優れてい
た
模範的であった

□直ちに報告が
あり、必要な措置
ができた

□必要な報告又は措置が
なかった

□

（　　/　　　/　　）

4
作業区域の設定の作業環境、
周辺環境や交通計画等の考
慮について

□特に優れてい
た
模範的であった

□現場の状況に
合わせ的確に考
慮がされていた

□作業区域の設定がな
かった
□配慮がなかった

□

（　　/　　　/　　）

5
施工に適した機器材、機械等
の使用について

□指示がなくても
できていた

□適切な機材、機械を使
用していなかった

□

（　　/　　　/　　）

6
既存施設部分、工事目的物の
施工済部分の養生について
(対象：建築・電気・機械）

□良い養生材料
を使うなど、特段
の配慮があった

□標準より良い
養生ができてい
た

□養生が不十分だった
□十分な配慮がなく、施設
管理者等から苦情があっ
た

□

（　　/　　　/　　）

7
構造物の養生について（対象：
土木、建築）

□指示がなくても
できていた

□養生が不十分だった

□

（　　/　　　/　　）

8
設計図書の内容に関して疑義
が生じた際の監督員との協議
について

□指示がなくても
できていた

□協議が遅れた

□

（　　/　　　/　　）

9
施工図の当該工事施工前の
提出について（対象：建築・電
気・機械）

□指示がなくても
できていた

□施工前に提出がなかっ
た

□

（　　/　　　/　　）

10
既存との取合いの検討につい
て

□指示がなくても
できていた

□検討が十分にされてい
なかった
□工程に影響が出た

□

（　　/　　　/　　）

11

対象施設を利用しながらの工
事で、発生する塵埃・振動・騒
音等の低減について（対象：建
築・電気・機械）

□現場条件を十
分配慮していた

□必要な措置をしていな
かった
□十分な配慮がなく、施設
管理者等から苦情があっ
た

□

（　　/　　　/　　）

※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

※　「提出」とは、受理できる内容のものを提出された時とする。

※　C評価の際は、改善指示書の発行が条件である。

評定項目別判定参考例

評価内容

評価内容に関連
して標準的で
あった、又は、軽
微な不備が見ら
れたが改善され
た

評価内容に関連
して、再三の改
善の指示を行っ
たが、改善が見
られないため、改
善指示書を発行
した



別表（第２条関係）

工事成績評定項目別評定表（基本的な技術力と成果の評価）

評定項目
A

特に優れていた
模範的であった

B+
指示がなくてもで

きていた

B
標準的であった

B-
全般的に、不備、不足が
見られたが、最終的には

改善された

C
改善指示書を発

行した

監督員
チェック備考欄

（日付）

施工管理 1 施工中の品質管理について
□特に優れてい
た
模範的であった

□仕様書、規格ど
おりの品質が確
認できた

□品質が悪く、補修の指
示が多かった

□

（　　/　　　/　　）

品質管理 2 品質管理記録の作成について
□特に優れてい
た
模範的であった

□記録が整理さ
れていた

□記録がなかった
□記録を作成していなかっ
た

□

（　　/　　　/　　）

3
不可視部分の写真記録につい
て

□特に優れてい
た
模範的であった

□図などコメント
に工夫があった

□写真撮影計画どおりに
撮影していなかった
□重要な箇所などが不足
していた

□

（　　/　　　/　　）

4
工事記録写真の撮影方法及
び編集方法について

□特に優れてい
た
模範的であった

□コメントに工夫
が見られた
□見やすく編集さ
れていた

□写真撮影計画どおりに
撮影していなかった
□編集がわかりづらかった

□

（　　/　　　/　　）

5
設備の総合的な機能確認（試
験調整等）及び記録の整理に
ついて（対象：電気・機械）

□記録が整理さ
れていた

□機能確認をしていなかっ
た
□記録の不足が多かった

□

（　　/　　　/　　）

6 材料等の保管方法について
□養生ができて
おり、写真などで
確認がとれた

□保管場所が不適であっ
たため、材料の品質に影
響があった

□

（　　/　　　/　　）

7
材料等の搬入の証明となる資
料の整理について

□記録が整理さ
れていた

□資料の不足が多かった
□資料を作成していなかっ
た

□

（　　/　　　/　　）

8
各仕様書、基準類に基づく管
理基準値の程度について

□値のばらつき
が少なかった

□許容範囲を超え、手直し
箇所が多かった
□基準値や許容範囲が不
明確だった

□

（　　/　　　/　　）

9
工事記録写真撮影計画書の
監督員への事前提出について

□指示がなくても
できていた

□施工着手前に提出がな
かった

□

（　　/　　　/　　）

10
監督員の求めがあった時の関
係書類の提出について

□速やかに提出
された

□書類が提出されなかっ
た
□書類の不備が多かった

□

（　　/　　　/　　）

11
 材料等の材質、仕上げ、色合
い、カタログ等についての監督
員の承諾について

□事前の資料に
工夫が見られた

□事前に承諾申請がな
かった

□

（　　/　　　/　　）

12
材料等の品質証明に伴う試験
の実施について

□計画どおりの試
験頻度だった

□一部、計画と違っていた
□試験結果が許容値を超
え、手直しが多かった

□

（　　/　　　/　　）

13
納品された各製品の機能、性
能の確認について（対象：電
気・機械）

□整理に工夫が
見られ、提出され
た

□設計図書を満たしてい
なかったため、手直しが多
かった

□

（　　/　　　/　　）

※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

※　「提出」とは、受理できる内容のものを提出された時とする。

※　C評価の際は、改善指示書の発行が条件である。

評価内容

評定項目別判定参考例

評価内容に関連
して標準的で
あった、又は、軽
微な不備が見ら
れたが改善され
た

評価内容に関連
して、再三の改
善の指示を行っ
たが、改善が見
られないため、改
善指示書を発行
した



別表（第２条関係）

工事成績評定項目別評定表（基本的な技術力と成果の評価）

評定項目
A

特に優れていた
模範的であった

B+
指示がなくてもで

きていた

B
標準的であった

B-
全般的に、不備、不足が
見られたが、最終的には

改善された

C
改善指示書を発

行した

監督員
チェック備考欄

（日付）

施工管理 1
出来形管理図又は出来形管
理表について

□特に優れてい
た
模範的であった

□整理に工夫が
見られた

□現場との整合、差異が
多かった
□現場との確認ができな
かった

□

（　　/　　　/　　）

出来形・
出来ばえ

2
出来形測定において、不可視
部分の写真確認について

□特に優れてい
た
模範的であった

□コメント等で丁
寧に整理されて
いた

□写真撮影計画どおりの
写真がなかった
□不足箇所が多かった

□

（　　/　　　/　　）

3
取合いの納まり（既存部分と
の取合いを含む。）や端部まで
の仕上りについて

□特に優れてい
た
模範的であった

□納まり、端部処
理に工夫があっ
た、又は、きれい
だった

□納まり、端部の仕上がり
が雑であった
□手直し箇所が多かった

□

（　　/　　　/　　）

4
別契約の関連工事との調整と
全体的な仕上げについて

□特に優れてい
た
模範的であった

□関連工事が多
かったが、調整が
でき、仕上がりが
良かった

□調整ができていないた
め、仕上がりに影響があっ
た

□

（　　/　　　/　　）

5
仕上がりの状態と色むら等に
ついて

□色むら等がな
く、仕上がりがよ
かった

□仕上がりが雑であった
ため、手直し箇所が多かっ
た

□

（　　/　　　/　　）

6
工事目的物（出来形）の形
状、、寸法、性能、機能につい
て

□設計値を満足
し、ばらつきが少
なかった

□形状、性能等が設計値
と違っていたため、手直し
が多かった

□

（　　/　　　/　　）

7

操作制御関係が所定の機能
を有したうえで、必要な安全装
置の機能の確認について（対
象：電気・機械）

□機能確認の書
類に工夫が見ら
れた

□機能確認ができていな
かった
□写真などで確認ができ
なかった

□

（　　/　　　/　　）

※　当該業務に該当しない評価内容は、評価しない。

※　「提出」とは、受理できる内容のものを提出された時とする。

※　C評価の際は、改善指示書の発行が条件である。

評定項目別判定参考例

評価内容

評価内容に関連
して標準的で
あった、又は、軽
微な不備が見ら
れたが改善され
た

評価内容に関連
して、再三の改
善の指示を行っ
たが、改善が見
られないため、改
善指示書を発行
した


